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特集―パートタイマーの組織化と処遇改善 

「
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
 

　
均
衡
処
遇
に
関
す
る
意
識
調
査
」
結
果
よ
り
 

　
　
―
―
パ
ー
ト
等
と
と
も
に
働
く
正
社
員
の
意
識
を
本
格
調
査
 

　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
契
約
社
員
な
ど
の
非

正
社
員
は
、
い
ま
や
企
業
経
営
に
お
い
て
、

欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
コ
ス
ト
削
減
要

請
の
も
と
、
こ
れ
ら
の
非
正
社
員
は
量
的
に

拡
大
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
管
理
・
判
断

業
務
を
任
せ
ら
れ
る
な
ど
、
仕
事
や
役
割
な

ど
の
質
的
な
面
で
も
重
要
度
が
増
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
職
場
で
と
も
に
働
く
正
社

員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
間
で
、
処
遇
の

違
い
に
つ
い
て
理
解
が
得
ら
れ
な
い
状
態
で

は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
モ
ラ
ー
ル
の
低
下

を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
非
正
社
員
を
有
効
に

活
用
し
た
い
企
業
に
と
っ
て
、
社
員
間
で
納

得
が
得
ら
れ
、
そ
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮

し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
処
遇
の
あ
り
方
の
検

討
は
、
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

  

調
査

の
趣
旨
と
概
要 

 

こ
う
し
た
な
か
、
当
機
構
で
は
昨
年
一
一

月
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局

短
時
間
・
在
宅
労
働
課
の
要
請
に
基
づ
き
、

「
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
の
均
衡
処

遇
に
関
す
る
意
識
調
査
」
を
実
施
し
た
。
調

査
で
は
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
と

の
「
均
衡
処
遇
」
の
推
進
方
策
を
考
え
る
上

で
必
要
な
、
お
互
い
の
仕
事
や
働
き
方
に
つ

い
て
の
認
識
、
ま
た
「
均
衡
処
遇
」
の
考
え

方
に
対
す
る
賛
否
と
そ
の
理
由
な
ど
に
つ
い

て
、
同
じ
職
場
に
働
く
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
等
の
意
識
を
聞
く
こ
と
を
目
的
に
し

た
。
と
く
に
「
均
衡
処
遇
」
の
推
進
に
あ
た

っ
て
は
、
正
社
員
の
理
解
や
意
識
を
探
る
こ

と
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
正
社
員
調
査

を
重
点
に
し
つ
つ
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
に

対
し
て
も
ほ
ぼ
対
応
す
る
設
問
で
回
答
を
求

め
た
。 

　
同
調
査
に
つ
い
て
、
こ
の
ほ
ど
結
果
の
概

要
が
ま
と
ま
っ
た
た
め
、
本
稿
で
レ
ビ
ュ
ー

す
る
。
な
お
、
調
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
後
日
、
報
告
書
を
ま
と
め
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.jil.go.jp/

）

等
で
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。 

　
調
査
は
、
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
、
フ
ー
ド

連
合
、
サ
ー
ビ
ス
・
流
通
連
合
、
サ
ー
ビ
ス

連
合
、
生
協
労
連
―
―
の
五
つ
の
産
業
別
労

働
組
合
を
通
じ
て
、
傘
下
の
一
五
単
位
労
働

組
合
と
、
地
方
銀
行
一
社
の
協
力
を
得
て
実

施
し
た
。
一
五
組
合
・
一
社
の
業
種
の
内
訳

は
、
小
売
業
・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
四
組

合
、
食
料
品
製
造
業
三
組
合
、
小
売
業
・
百

貨
店
二
組
合
、
旅
行
・
宿
泊
業
三
組
合
、
銀

行
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
二
組
合
と
一
社
、
小

売
業
・
生
協
一
組
合
。
正
社
員
は
組
合
員
三

一
二
五
人
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
は
組
合
員
、

非
組
合
員
を
問
わ
ず
二
九
二
五
人
、
合
わ
せ

て
六
〇
五
〇
人
が
調
査
対
象
で
あ
る
。 

　
な
お
本
調
査
で
は
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

等
」
を
「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
は
じ
め
ア
ル

バ
イ
ト
、
準
社
員
、
契
約
社
員
、
臨
時
社
員
、

嘱
託
等
、
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
正
社
員
以
外

の
労
働
者
（
た
だ
し
派
遣
労
働
者
、
請
負
労

働
者
等
の
事
業
所
と
直
接
の
雇
用
関
係
に
な

い
者
は
除
く
）」
と
定
義
し
て
い
る
。 

　
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
調
査
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
調
査
と
も
、
組
合
本
部

及
び
企
業
本
社
の
人
事
部
を
経
由
し
て
調
査

票
を
配
布
し
、
回
収
は
、
組
合
本
部
及
び
企

業
本
社
人
事
部
か
ら
の
一
括
返
送
と
、
個
人

か
ら
の
直
接
返
送
を
併
用
し
た
。
〇
五
年
一

一
月
一
一
日
〜
一
一
月
三
〇
日
に
か
け
て
実

施
し
、
回
答
状
況
は
、
正
社
員
調
査
が
有
効

回
答
票
二
二
一
五
件
（
有
効
回
答
率
七
〇
・

九
％
）、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
調
査
が
同
二

一
五
八
件
（
七
三
・
八
％
）
だ
っ
た
。 

　
本
調
査
で
は
、
同
じ
職
場
に
働
く
正
社
員

と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
を
と
り
あ
げ
る
た
め
、

上
記
有
効
回
答
の
う
ち
、
自
分
の
職
場
に
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
が
「
い
る
」
と
回
答
し
た

正
社
員
一
九
七
〇
名
、
お
よ
び
職
場
で
正
社

員
と
一
緒
に
仕
事
を
「
し
て
い
る
」
と
答
え

た
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
一
九
六
三
名
に
つ
い

て
の
み
、
集
計
・
分
析
し
た
結
果
を
以
下
で

紹
介
す
る
。 

 

★
注
（
結
果
利
用
上
の
注
意
）
本
調
査
は

、

正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
が
一
緒
に
働

い
て
い
る
職
場
を
で
き
る
だ
け
選
ぶ
こ
と
を

前
提
に
、
産
業
別
労
働
組
合
等
が
有
為
に
抽

出
し
た
特
定
の
職
場
で
働
く
人
を
対
象
と
し

て
い
る
た
め
、
調
査
結
果
は
正
社
員
と
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
等
の
一
般
的
な
意
識
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。 

  

仕
事

が
同
じ
パ
ー
ト
等
の
存
在 

　
を
過
半
数
の
正
社
員
が
認
識 

 

職
場
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
（
以

下
、
「
パ
ー
ト
等
」
と
略
す
）
全
体
の
う
ち
、

正
社
員
と
仕
事
が
重
な
る
パ
ー
ト
等
が
ど
の

程
度
い
る
か
に
つ
い
て
、
正
社
員
に
聞
く
と
、

「
正
社
員
と
仕
事
が
同
じ
パ
ー
ト
等
」
が
、

重
な
り
の
程
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
る
と
す

る
割
合
（
「
一
割
程
度
」
＋
「
二
〜
四
割
程

度
」
＋
「
五
〜
七
割
程
度
」
＋
「
八
割
以
上
」

の
合
計
）
は
五
六
・
一
％
で
、
「
全
く
い
な

い
」
は
二
九
・
五
％
だ
っ
た
。 

　
ま
た
、
「
正
社
員
と
仕
事
が
相
当
重
な
る

パ
ー
ト
等
」
に
つ
い
て
は
、
い
る
と
す
る
割

合
（
同
）
が
六
七
・
七
％
で
、
「
全
く
い
な

い
」
が
一
七
・
二
％
、
「
正
社
員
と
仕
事
が

一
部
重
な
る
パ
ー
ト
等
」
に
つ
い
て
は
、
い

る
（
同
）
が
七
四
・
八
％
、
「
全
く
い
な
い
」

が
一
〇
・
五
％
と
な
っ
て
い
る（
図
１
）。 

  

正
社
員

の
４
割
超
が
パ
ー
ト
等 

　
の
残
業
を
頼
り
に
し
て
い
る 

 

正
社
員
に
対
し
、
パ
ー
ト
等
が
以
下
の
よ

う
な
面
で
頼
り
に
な
る
と
思
う
か
を
聞
い
た

と
こ
ろ
、
「
残
業
や
契
約
外
の
出
勤
」
に
つ

い
て
は
、
頼
り
に
な
る
（
「
非
常
に
頼
り
に

な
る
」
＋
「
頼
り
に
な
る
」
）
が
四
割
超
（
四

一
・
五
％
）
あ
り
、
多
く
の
職
場
で
パ
ー
ト

等
の
残
業
に
期
待
し
て
い
る
事
情
が
浮
か
び
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上
が
っ
た
。
ま
た
、
「
職
場
や
作
業
に
対
す

る
改
善
提
案
」
や
「
他
の
社
員
の
教
育
や
指

導
」
で
も
、
頼
り
に
な
る
（
同
）
と
回
答
し

た
割
合
が
、
頼
り
に
な
ら
な
い
（
「
あ
ま
り

頼
り
に
な
ら
な
い
」
＋
「
全
く
頼
り
に
な
ら

な
い
」
）
を
上
回
っ
た
。 

　
し
か
し
、
「
ト
ラ
ブ
ル
や
ク
レ
ー
ム
等
へ

の
対
応
」
に
つ
い
て
は
、
頼
り
に
な
る
（
同
）

が
二
〇
・
九
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
頼
り
に

な
ら
な
い
と
す
る
回
答
（
同
、
三
九
・
八
％
）

の
方
が
多
い（
図
２
）。 

  

正
社
員

の
３
割
が
パ
ー
ト
等
の 

　
人
数
比
率
の
増
大
に
反
対
。 

　
さ
ら
な
る
活
用
に
は
約
半
数
が
賛
成 

 

職
場
の
パ
ー
ト
等
全
般
の
活
用
方
策
に
つ

い
て
、
正
社
員
の
賛
否
を
聞
く
と
、
「
現
在

よ
り
職
場
の
パ
ー
ト
等
の
人
数
比
率
が
上
が

る
こ
と
」
に
関
し
て
は
、
「
ど
ち
ら
と
も
言

え
な
い
」
と
考
え
て
い
る
正
社
員
が
も
っ
と

も
多
か
っ
た
（
三
七
・
六
％
）
も
の
の
、
次

い
で
、
反
対
（
「
反
対
」
＋
「
ど
ち
ら
か
と

言
う
と
反
対
」
）
が
三
四
・
八
％
、
賛
成
（
「
賛

成
」
＋
「
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
賛
成
」
）
が

二
五
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。 

　
一
方
、
「
パ
ー
ト
等
が
責
任
あ
る
仕
事
に

つ
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
賛
成
（
同
）
が

五
六
・
七
％
に
対
し
、
反
対
（
同
）
は
一
四
・

九
％
、
ま
た
、
「
パ
ー
ト
等
が
役
職
に
つ
く

こ
と
」
で
は
賛
成
（
同
）
が
四
一
・
〇
％
に

対
し
、
反
対
（
同
）
は
二
三
・
六
％
と
な
っ

て
お
り
、
と
も
に
賛
成
が
反
対
を
上
回
っ
て

い
る
。 

　
す
な
わ
ち
職
場
に
お
け
る
パ
ー
ト
等
の
人

数
比
率
が
、
現
在
よ
り
上
が
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
正
社
員
の
三
人
に
一
人
が
反
対
し
て

い
る
が
、
責
任
あ
る
仕
事
や
役
職
に
つ
く
と

い
っ
た
、
今
い
る
パ
ー
ト
等
の
さ
ら
な
る
活

用
に
対
し
て
は
、
賛
成
す
る
正
社
員
の
方
が

多
い（
図
３
）。 

  

自
分

と
仕
事
が
ほ
ぼ
同
じ 

　
パ
ー
ト
等
の
時
給
に
つ
い
て 

　
３
人
に
１
人
の
正
社
員
が 

　
低
い
と
回
答 

 

正
社
員
に
対
し
、
同
じ
職
場
で
働
く
パ
ー

ト
等
の
う
ち
、
も
っ
と
も
時
間
給
が
高
い
と

思
わ
れ
る
パ
ー
ト
等
「
Ａ
さ
ん
」
を
具
体
的

に
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
い
、
「
Ａ
さ
ん
」
の

現
在
の
時
給
水
準
の
妥
当
性
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、
約
半
数
（
五
〇
・
四
％
）
の
正
社
員
が

「
妥
当
」
と
回
答
す
る
一
方
、
低
い
（
「
非

常
に
低
い
」
＋
「
や
や
低
い
」
）
と
す
る
回

答
が
三
割
弱
（
二
七
・
五
％
）
で
、
高
い
（
「
非

常
に
高
い
」
＋
「
や
や
高
い
」
）
と
す
る
割

合
（
一
五
・
三
％
）
よ
り
一
〇
ポ
イ
ン
ト
以

上
多
か
っ
た
。 

　
さ
ら
に
、
思

い
浮
か
べ
た
パ

ー
ト
等
「
Ａ
さ

ん
」
と
、
自
分

の
担
当
し
て
い

る
仕
事
の
内
容

が
「
同
じ
」
あ

る
い
は
「
ほ
と

ん
ど
同
じ
」
と

感
じ
て
い
る
正

社
員
に
限
っ
て

み
る
と
、
現
在

の
「
Ａ
さ
ん
」

の
時
給
を
「
妥

当
」
と
す
る
割

合
は
五
〇
・
六

％
と
ほ
ぼ
変
わ

ら
な
い
が
、
低

い
（
同
）
と
い

う
回
答
は
三
五
・
七
％
ま
で
高
ま
る（
図
４
）。 

  

パ
ー
ト
等
と
同
じ
仕
事
を
す
る 

　
場
合
、約
半
数
の
正
社
員
は 

　
現
在
の
パ
ー
ト
等
の
時
給
を 

　
上
回
る
額
を
希
望 

 

思
い
浮
か
べ
た
パ
ー
ト
等
「
Ａ
さ
ん
」
と

同
じ
仕
事
を
、
仮
に
正
社
員
の
自
分
が
行
う

場
合
に
、
支
給
を
希
望
す
る
時
給
水
準
を
聞

い
た
と
こ
ろ
、
「
Ａ
さ
ん
」
に
現
在
支
払
わ

れ
て
い
る
か
、
支
払
わ
れ
て
い
る
と
思
う
時

給
の
推
定
額
を
、
希
望
額
が
上
回
る
割
合
は

約
半
数
（
四
九
・
三
％
）
だ
っ
た
。
次
い
で
、

同
額
が
一
八
・
九
％
、
下
回
る
割
合
が
七
・

五
％
と
な
っ
て
い
る
。 

　
な
お
、
「
Ａ
さ
ん
」
の
時
給
に
つ
い
て
回

答
し
た
正
社
員
の
推
定
額
の
単
純
平
均
は
一

〇
九
一
円
だ
っ
た
。 
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賃
金

に
格
差
が
あ
る
理
由 :  

　
正
社
員
は
「
契
約
形
態
の
違
い
」
、 

　
パ
ー
ト
等
は
「
人
件
費
抑
制
」
を 

　
ト
ッ
プ
に 

 

思
い
浮
か
べ
た
パ
ー
ト
等
「
Ａ
さ
ん
」
が

、

自
分
と
「
同
じ
」
あ
る
い
は
「
ほ
と
ん
ど
同

じ
」
仕
事
を
し
て
い
る
と
回
答
し
た
正
社
員

に
対
し
、
「
Ａ
さ
ん
」
と
自
分
で
賃
金
に
違

い
が
あ
る
主
な
理
由
を
聞
く
と（
複
数
回
答
）、

「
労
働
時
間
等
の
契
約
形
態
が
違
う
か
ら
」

が
五
三
・
三
％
で
も
っ
と
も
高
く
、
以
下
、

「
会
社
が
人
件
費
を
抑
え
た
い
か
ら
」
が
三

八
・
三
％
、
「
正
社
員
と
は
業
績
目
標
や
ノ

ル
マ
が
違
う
か
ら
」
が
二
一
・
九
％
、
「
ト

ラ
ブ
ル
や
ク
レ
ー
ム
等
に
は
正
社
員
が
対
応

す
る
か
ら
」
と
「
や
る
気
や
取
り
組
み
姿
勢

が
違
う
か
ら（
正
社
員
は
負
担
が
重
い
か
ら
）」

が
と
も
に
二
一
・
一
％
―
―
な
ど
の
順
だ
っ

た（
図
６
）。 

　
一
方
、
パ
ー
ト
等
に
対
す
る
調
査
で
、
仕

事
の
重
な
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
正
社
員
「
Ｂ

さ
ん
」
を
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
い
、
自
分
と

「
Ｂ
さ
ん
」
が
「
同
じ
」
あ
る
い
は
「
ほ
と

ん
ど
同
じ
」
仕
事
を
し
て
い
る
と
回
答
し
た

パ
ー
ト
等
に
対
し
て
、
賃
金
に
違
い
が
あ
る

主
な
理
由
を
聞
く
と（
複
数
回
答
）、
「
会
社

が
人
件
費
を
抑
え
た
い
か
ら
」
が
三
三
・
七

％
で
も
っ
と
も
高
く
、
こ
れ
に
続
き
多
か
っ

た
順
に
、
「
労
働
時
間
等
の
契
約
形
態
が
違

う
か
ら
」
が
三
一
・
八
％
、
「
人
材
育
成
面

で
の
会
社
の
期
待
度
が
違
う
か
ら
」
が
一
七
・

九
％
、
「
や
る
気
が
取
り
組
み
姿
勢
が
違
う

か
ら
（
正
社
員
は
負
担
が
重
い
か
ら
）
」
が

一
五
・
二
％
、
「
正
社
員
と
は
業
績
目
標
や

ノ
ル
マ
が
違
う
か
ら
」
が
一
二
・
二
％
―
―

な
ど
と
な
っ
た（
図
７
）。 

　
ほ
ぼ
同
じ
仕
事
を
し
て
い
て
賃
金
に
格
差

が
あ
る
主
な
理
由
の
ト
ッ
プ
と
し
て
、
正
社

員
は
「
契
約
形
態
の
違
い
」、パ
ー
ト
等
は
「
人

件
費
抑
制
」
を
あ
げ
て
い
る
な
ど
、
順
序
は

違
う
も
の
の
、
必
ず
し
も
仕
事
や
能
力
の
実

質
的
な
違
い
で
は
な
い
事
情
に
よ
っ
て
い
る

と
い
う
見
方
の
多
い
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。 

  
８
割
の
正
社
員
が
「
均
衡
処
遇
」 

　
の
考
え
方
に
賛
成 

 

正
社
員
と
パ
ー
ト
等
が
同
じ
仕
事
を
し
て

い
る
場
合
に
は
、
パ
ー
ト
等
に
つ
い
て
も
意

欲
、
能
力
、
経
験
、
成
果
等
に
応
じ
て
処
遇

し
、
正
社
員
と
の
処
遇
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮

す
べ
き
と
い
う
「
均
衡
処
遇
」
の
考
え
方
に

対
す
る
賛
否
を
聞
く
と
、
正
社
員
の
約
八
割

（
七
九
・
三
％
）
が
賛
成
（
「
賛
成
」
＋
「
ど

ち
ら
か
と
言
う
と
賛
成
」
）
と
回
答
し
た
。

反
対
（
「
反
対
」
＋
「
ど
ち
ら
か
と
言
う
と

反
対
」
）
は
九
・

八
％
、
「
分
か

ら
な
い
」
は
一

〇
・
三
％
と
そ

れ
ぞ
れ
一
割
程

度
だ
っ
た（
図
８
）。 

　
賛
成
（
同
）

の
理
由
（
複
数

回
答
）
に
つ
い

て
は
、
「
優
秀

な
人
材
を
確
保

す
る
た
め
に
必

要
だ
か
ら
」（
六

五
・
三
％
）、「
パ

ー
ト
等
の
や
る

気
を
向
上
さ
せ

る
た
め
に
必
要

だ
か
ら
」（
六
一
・

〇
％
）、「
同
じ

仕
事
を
し
て
い

る
以
上
、
処
遇

を
合
わ
せ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
」（
五
六
・
一

％
）
―
―
な
ど
、
人
材
確
保
や
や
る
気
の
向

上
と
い
っ
た
理
由
を
あ
げ
る
割
合
が
高
か
っ

た（
図
９
）。 
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「
均
衡
処
遇
」の
考
え
方
に
反
対 

　
の
理
由
で
は
、雇
用
の
置
換
え
や 

　
賃
金
低
下
に
対
す
る
危
機
感
も 

 

一
方
、
す
で
に
み
た
と
お
り
「
均
衡
処
遇
」

の
考
え
方
に
反
対
（
同
）
と
す
る
正
社
員
は

一
割
弱
と
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
（
複

数
回
答
）
を
み
る
と
、
回
答
の
多
か
っ
た
順

に
、
「
正
社
員
と
パ
ー
ト
等
で
は
会
社
へ
の

貢
献
度
や
期
待
度
に
違
い
が
あ
る
か
ら
」（
五

五
・
七
％
）、「
正
社
員
と
パ
ー
ト
等
は
違
う

仕
事
を
す
べ
き
だ
か
ら
」（
二
八
・
一
％
）、

「
正
社
員
の
雇
用
が
パ
ー
ト
等
に
置
き
換
わ

る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
」（
二
七
・
一
％
）、「
会

社
に
と
っ
て
コ
ス
ト
高
に
な
る
か
ら
」（
二
五
・

五
％
）、「
正
社
員
の
賃
金
が
低
下
す
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
」（
二
一
・
四
％
）
―
―
な
ど

と
な
っ
た（
図
１０
）。
「
均
衡
処
遇
」
の
考
え

方
に
反
対
（
同
）
の
正
社
員
の
間
で
は
、
パ

ー
ト
等
と
の
会
社
へ
の
貢
献
度
の
違
い
等
を

指
摘
す
る
割
合
が
高
い
も
の
の
、
わ
ず
か
だ

が
、
パ
ー
ト
等
へ
の
雇
用
の
置
換
え
や
正
社

員
の
賃
金
低
下
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
、
危

機
感
を
持
つ
正
社
員
も
い
た
。 

　
ま
た
、
「
均
衡
処
遇
」
の
考
え
方
に
対
す

る
賛
否
を
業
種
別
に
み
る
と
、
小
売
業
の
百

貨
店
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
比
べ
、
食

料
品
製
造
業
や
旅
行
・
宿
泊
業
等
の
正
社
員

で
は
、
反
対
（
「
反
対
」
＋
「
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
反
対
」
）
の
割
合
が
相
対
的
に
高
い

（
図
１１
）。
全
体
的
に
は
「
均
衡
処
遇
」
の
考

え
方
に
つ
い
て
、
賛
成
す
る
正
社
員
は
多
い

も
の
の
、
業
種
に
よ
り
バ
ラ
ツ
キ
も
み
ら
れ

る
。 

  
労
組

に
よ
る
「
均
衡
処
遇
」の 

　
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
４
人
に 

　
１
人
が
「
分
か
ら
な
い
」
と
回
答 

 

今
回
、
集
計
・
分
析
し
た
正
社

員
は
、
労
働
組
合
等
に
加
入
し
て

い
る
組
合
員
を
前
提
に
し
て
い
る

が
、
労
働
組
合
が
「
均
衡
処
遇
」

に
取
り
組
む
こ
と
に
対
す
る
賛
否

を
聞
く
と
、
「
賛
成
」
が
六
三
・

七
％
と
六
割
を
超
え
た
。
し
か
し
、

「
均
衡
処
遇
」
の
考
え
方
自
体
に

賛
成
の
割
合
（
七
九
・
三
％
）
よ

り
は
低
く
、
ま
た
、
四
人
に
一
人

（
二
七
・
一
％
）
が
「
分
か
ら
な

い
」
と
回
答
し
て
い
る（
図
１２
）。 

（
調
査
部
） 




